
【料 金 表】  

■訪問介護（地域区分 １単位：１０．２１円） 

＜通常型＞ 

 ※ 身体介護中心の訪問介護を行った後に引き続き 20分以上の生活援助中心の訪問 

  介護を行ったときは、「身体介護」の料金にかかわらず、生活援助中心の訪問介護 

の所要時間が 25分を増すごとに６６３円（１割負担６７円）加算します。 

 

＜特定事業所加算Ⅱ該当時＞ 

サービス内容 サービス単位 
サービス 

利用料金 

利用者負担額 

１割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

 

 

 

 

身体介護 

20分未満 １７９単位 １，８２７円 １８３円 ３６５円 ５４８円 

20分以上 

30分未満 
２６８単位 ２，７３６円 ２７４円 ５４７円 ８２1円 

30分以上 

１時間未満 
４２６単位 ４，３４９円 ４３５円 ８７０円 １,３０５円 

１時間以上 

１時間30分未満 
６２４単位 ６，３７１円 ６３８円 １,２７５円 １,９１２円 

※ 以降30分を

増すごとに加算 
９１単位 ９２９円 ９３円 １８６円 ２７９円 

 

生活援助 

20分以上 

45分未満 
１９７単位 ２,０１１円 ２０１円 ４０２円 ６０４円 

45分以上 ２４２単位 ２，４７０円 ２４７円 ４９４円 ７４１円 

通院等 

乗降介助 
１回につき １０７単位 １，０９２円 １０９円 ２１９円 ３２８円 

 

サービス内容 サービス単位 
サービス 

利用料金 

利用者負担額 

１割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

 

 

 

 

身体介護 

20分未満 １６３単位 １，６６４円 １６７円 ３３３円 ５００円 

20分以上 

30分未満 
２４４単位 ２,４９１円 ２４９円 ４９９円 ７４８円 

30分以上 

１時間未満 
３８７単位 ３，９５１円 ３９５円 ７９０円 １,１８６円 

１時間以上 

１時間30分未満 
５６７単位 ５，７８９円 ５７９円 １,１５８円 １,７３７円 

※ 以降30分を

増すごとに加算 
８２単位 ８３７円 ８４円 １６８円 ２５１円 

 

生活援助 

20分以上 

45分未満 
１７９単位 １，８２７円 １８３円 ３６５円 ５４８円 

45分以上 ２２０単位 ２，２４６円 ２２５円 ４５０円 ６７４円 

通院等乗

降介助 
１回につき ９７単位 ９９０円 ９９円 １９８円 ２９７円 
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■訪問介護加算項目 

夜間（午後６時から午後10時）・ 

早朝 (午前５時から午前８時）の加算  

上記の額に１回につき２５％加算します。  

深夜（午後10時から午前５時）の加算  上記の額に１回につき５０％加算します。 

 

加算項目 
サービス 

単位 

サービス 

利用料金 

利用者負担額 
内容 

１割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

初回加算 ２００単位 ２，０４２円 ２０５円 ４０９円  ６１３円 ※１ 

緊急時訪問加算 １００単位 １，０２１円／回 １０３円／回  ２０５円  ３１７円 ※２ 

生活機能向上加算（Ⅰ） １００単位 １，０２１円／月 １０３円／月  ２０５円  ３１７円 ※３ 

生活機能向上加算（Ⅱ） ２００単位 ２，０４２円／月 ２０５円／月  ４０９円  ６１３円 ※４ 

口腔連携強化加算 ５０単位 ５１０円/月 ５１円／月 １０２円 １４６円 ※５ 

 

※１ 新規に訪問介護計画を作成し初回に実施した利用者、要介護から要支援に変更になっ 

た利用者、過去2カ月の間サービスを受けていない利用者に対して、同月内にサービス 

提供責任者が自ら指定訪問介護を行う場合又は、他の訪問介護員等が指定訪問介護を 

行う際に同行訪問した場合に加算します。 

※２ 利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と 

連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計 

画にない指定訪問介護（身体介護）を行った場合に加算します。 

※３ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は 

リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が利用者の居宅 

を訪問する際にサービス提供責任者が同行する又は当該理学療法士等及びサービ 

ス提供責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレンスを行い、理 

学療法士等とサービス提供責任者が共同して、現在の状況及びその改善の可能性 

を評価して 訪問介護計画の作成した場合に加算します。 

※４ 理学療法士等が自宅を訪問せずに利用者の状況について適切に把握した上でサ 

ービス提供責任者に助言を行い、サービス提供責任者が、助言に基づき訪問介護 

計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合い 

につき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施した場合に加算 

します。  

 ※５ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同

意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供

した場合に算定します。 

 

■訪問介護保険給付外サービス利用料金（全額自己負担） 

（通常時間帯：午前 8 時～午後 6 時 夜間早朝深夜時間は上記と同様加算） 

サービス時間 30分未満 30分～1 時間 1時間～1.5時間 以降 30 分ごと 

サービス料金 1，250円 2,500円 3,750円 1,250円 

     

通院待ち時間 30分 30分～1 時間 以降 30 分ごと 

サービス料 700円 1、400円 700円 
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※ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、

利用者様の訪問介護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基

準とします。  

※ 利用者様の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はそ

のご家族等の同意を得て、訪問介護員が２人で訪問する場合は、２人分の料金とな

ります。  

※ 介護職員等処遇改善加算 24.5％が上記の自己負担額にプラスされます。（保険外除く） 

※ 介護認定を受けておられない場合には、利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。

要介護認定決定後に、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。（保険外は

除く） 

※ 今後、介護保険法改定による給付額の変更があった場合、変更された額に合わせて、負

担額を変更させていただきます。 

 

 

■交通費  

   通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。  

   それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。  

   なお、自動車等を使用した場合は、次の交通費をいただきます。 

通常の事業の実施地域を越えてから、片道１０ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 ３００円 

通常の事業の実施地域を越えてから、片道１０ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上 ６００円 

 

■その他の費用  

  サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の

負担となります。  

 

■キャンセル料（介護予防を除く。）  

  利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただき

ます。ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不

要です。 

利用時間の１時間前までに連絡があった場合   無  料 

利用時間の１時間前までに連絡がなかった場合  ７００円 

 

 


